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１ 計画策定の背景 

 

  松戸駅は、１日に約３０万人の乗降客が利用する駅であり、大規模災害発

生時は、多くの人々が帰宅困難者となることが予想される。また、市内で２番

目に乗降客数が多い新松戸・幸谷駅とも近く、駅間の徒歩移動者も想定される

ことから、両駅の対策協議会が一体となった総合的な対策が求められる。 

  そのため、各関係機関連携の下、一斉帰宅を抑制して混乱を防止するとと

もに、帰宅困難者を一時滞在施設等に誘導する等の対策が重要である。 

  今後、さらに帰宅困難者対策を推進していくための計画として、都市再生

特別措置法に規定される「都市再生安全確保計画」に準拠した「エリア防災計

画」を作成し、新松戸駅周辺を含め、松戸駅周辺におけるソフト・ハード対策

を国・県等と連携して進めることで、災害時における駅周辺の安全を確保して

いく。 

 

 ※ 都市再生安全確保計画とエリア防災計画について 

   東日本大震災において首都圏で約５１５万人に及ぶ帰宅困難者が発生し

たことを踏まえ、国は、平成２４年度から、重点的に市街地整備を進めるべ

き「都市再生緊急整備地域」に対し、震災時の安全確保の計画（「都市再生

安全確保計画」）の作成及び同計画に基づくソフト・ハード両面の取り組み

に対して支援を行っている。 

   平成２５年度には、その対象を１日あたり乗降客数３０万人以上の主要

駅周辺まで拡充し、上記計画に準じた「エリア防災計画」の作成を支援して

いる。 

 

東日本大震災の際、入場規制された松戸駅の状況 
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２ 計画の目的 

 

 本計画の目的は、 

 ○ 大規模震災時の松戸駅周辺地域等で想定される、帰宅困難者等の発生に

よる混乱・事故を防止し、「安全で安心なまちづくり」に資する。 

 ○ 民間事業者等関係機関との連携をさらに強め、「災害に強い街づくり」を

市の新しい魅力として確立する。 

 

３ 計画の位置づけ 

 

 松戸駅周辺エリア防災計画は、松戸市地域防災計画の「第３章災害応急対策

計画 第１９節帰宅困難者・駅滞留者への対策」、「帰宅困難者等対策に関する

基本的な指針」に基づき、市の帰宅困難者対策をより具体化し、推進する計画

である。 

  

 （各計画等との関連図） 

 

 

 

 

 

 

松戸駅周辺エリア防災計画 
対策の焦点となる松戸駅周辺に特化した具体的な防災計画 

帰宅困難者対策に関する基本的な指針 
基本的な考え方、平素の準備、発災時の対応を規定 

松戸市地域防災計画 
第3章 災害応急対策計画 第19節帰宅困難者・駅滞留者への対策 

 

 



   

3 
 

４ 計画の作成及び実施体制 

 

  エリア防災計画の作成・実施は、松戸駅及び新松戸・幸谷駅周辺帰宅困難

者等対策協議会が行う。 

  また、同協議会に参加していない市内各事業所等に対しても積極的に協力

を呼びかけていく。（ｐ11「対策協議会員名簿」参照） 

 

５ 対象期間 

 

  期間を定めず、ＰＤＣＡサイクルにより、計画に沿って取り組み、結果の

検証、改善、計画への反映を行う。 

 
 

６ 被害想定（千葉県北西部直下型地震・冬 18時・風速 8m/s） 

 

建物被害 建物全壊 4,100棟 

人的被害 

死者 140人 

重傷者 140人 

軽傷者 900人 

避難所生活者 

（１日後） 
8,700人 

避難所生活者 

（２週間後） 
13,300人 

エレベーター閉じ込め 120人 

震災廃棄物 30万ｔ 

帰宅困難者数（平日 12 時） 約 32,700人 

  ※ 千葉県地震被害想定調査結果（平成 28年 5月 19日）に基づく。 

Plan 
計画策定 

Do 
取り組み 

Check 
結果の検証 

Action 
計画への反映 



   

4 
 

７ 災害発生時の駅周辺の想定及び課題 

 

 (1) 信号の停止により、事故や交通渋滞が発生する。 

(2) 駅周辺の商店街、施設等の利用者が、情報を求めて一時的に駅に集中す

る。 

(3) 各施設は、可能な限りで利用者を施設内に留めるものの、安全が確保で

きない場合は、利用者が駅周辺に滞留する。 

また、駅近辺を走行していた鉄道の利用者が駅に誘導され、駅舎から利

用者があふれ出る。 

(4) 国道６号線沿いの徒歩帰宅困難者が、情報収集等のために駅周辺に集ま

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 災害発生時の連携・協力体制 

 

  多くの帰宅困難者が滞留すると予想される駅周辺で情報提供を行うととも

に、状況に応じて一時滞在施設等への避難誘導を行う。 

  各一時滞在施設等は、施設内外の被害状況を確認した上で市災害対策本部

へ報告し、帰宅困難者の受け入れを開始する。 

(1) 松戸駅周辺の一時滞在施設 

施設名 施設の所在地等 収容想定人員 

市民会館 

○松戸市松戸１３８９－１ 
○松戸駅東口から徒歩約７分 
○和室があり、高齢者・障がい者にも

対応ができる 

約１０００名 

市民劇場 
○松戸市本町１１－６ 
○松戸駅西口から徒歩約５分 

約３００名 

東葛飾合同庁舎 
○松戸市小根本７ 
○松戸駅東口から徒歩約７分 

約２９０名 

【今後検討すべき課題】 
○ 行政・鉄道事業者・商業施設等、関係機関の役割の継続的な検討 
○ 発災時における情報の共有、提供方法 
○ 配慮が必要な滞留者（障がい者・高齢者・妊婦・乳幼児・外国人等）

の対策 
○ 一時滞在施設等への誘導方法及び誘導主体の具体化 
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 (2) 新松戸駅周辺の帰宅困難者受入可能施設 

施設名 施設の所在地等 収容想定人員 

流通経済大学 
○松戸市新松戸３－２－１ 
○新松戸駅から徒歩約４分 

約１００名 

 

９ 災害関連情報の提供 

 

(1) 情報収集及び情報提供 

  ア 市は、国、県、警察、消防、マスコミ、鉄道事業者、公共機関等から災

害関連情報（公共交通機関運行状況、道路被害状況、一時滞在施設開設状

況等）を収集する。 

  イ 市は、収集した情報を、ＭＣＡ無線等を通じて、松戸駅及び新松戸・幸

谷駅周辺帰宅困難者等対策協議会（以下、「対策協議会」という）所属機

関に対して提供する。 

  ウ 対策協議会所属機関は、建物の被災状況、従業員・利用者等の状況（傷

病等）を市に対して連絡する。 

(2) 情報の流れ 

   情報の流れは、以下のとおりとする。 

   また、各機関の連絡先及び担当者等の名簿を更新するとともに、各機関

で共有する。 

    

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松戸市災害対策本部 

対策協議会所属機関 一時滞在施設等 

・電話（災害時優先電話） 

・ＦＡＸ（電話回線） 

・電子メール 

・ＭＣＡ無線 
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(3) 帰宅困難者に対する情報提供場所（松戸駅） 

 
 

(4) 帰宅困難者に対する情報提供場所（新松戸駅） 

 

 

西口デッキ上ステージ 

東口デッキ上 

駅東西自由通路 

改札口前 
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10 避難誘導 

 

(1) 第１段階（災害発生から一定程度落ち着くまで） 

ア 施設管理者、鉄道事業者は、施設内の従業員、利用者を施設内に待機さ

せ、安全が確認できるまで外に出歩かないようアナウンスを行う。 

  この際、ＪＲ松戸駅の駅東西自由通路に異常がなければ、一時滞在スペ

ースとして利用し、利用者等の分散を図る。 

イ （建物の被害や火災等で）施設の安全性が確認できない、利用者が収容

範囲を超えているなどの理由で利用者を施設外に誘導する際、周辺の空

地等の安全な場所までの避難誘導を行う。 

ウ  安全な場所までの避難誘導経路が道路を横切る場合には、信号が停止

している等の状況で相当な混乱が予想されることから、安全な方法で避

難誘導を行う。 

エ  市職員は、松戸駅及び新松戸駅周辺の情報提供場所において、災害情

報及び一時滞在施設等が開設準備中であること、むやみに移動を開始し

ないことを周知する。 

  なお、駅周辺に多数の帰宅困難者が集合し、事故が予想される場合は、

速やかに一時滞在施設等を案内する。 

(2) 第２段階（一時滞在施設等が開設されてから） 

ア 施設管理者や鉄道事業者は、一時滞在施設等への案内・誘導を行う。 

この際、ヘルメット、共通のベストを着用し、誘導灯及びメガホンによ

り行うなど、誘導者を明示することでわかりやすい誘導に努める。 

イ 市職員は、情報提供場所において、一時滞在施設等への収容が可能とな

ったことを周知する。 
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 (3) 誘導経路 

  ア 松戸駅～市民会館までの経路 

 

 イ 松戸駅～市民劇場までの経路 

 

市民会館 

松戸駅 

松戸駅 

市民劇場 
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 ウ 松戸駅～東葛飾合同庁舎までの経路 

 

 

 エ 新松戸駅～流通経済大学までの経路 

 

 

 

松戸駅 

東葛飾合同庁舎 

新松戸駅 

流通経済大学 
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11 一時滞在施設等の運営 

 

(1) 一時滞在施設等の開設 

   各一時滞在施設等は、施設の損傷や施設利用者等の滞在状況を確認し、一

時滞在施設等の開設の可否を市に連絡する。 

   市は、開設した一時滞在施設等に関する情報を防災行政無線、Ｌアラート、

エリアメール、ホームページ、ツイッター、安全安心メール等を通じて情報

を提供する。 

(2) 一時滞在施設等の運営内容 

   一時滞在施設等の運営は、各施設のマニュアル等に基づき、主に以下の項

目について行う。突発事象発生時については、協議して運用し、応援が必要

な場合は市災害対策本部に連絡して要請する。 

  ○ 帰宅困難者の滞在スペースの提供 

  ○ 施設滞在者への食料、水、生活物資等の提供（施設への物資運搬含む） 

  ○ 施設滞在者への災害関連情報（被災状況、交通情報等）の提供  

 

12 平素の体制整備 

 

(1) 訓練の実施 

   帰宅困難者対策を進めていく上で、災害時に備えた訓練を実施していくこ

とは、非常に重要なことである。特に、事案の性質上、単体の機関による訓

練はもとより、関係機関が集まって、総合的、継続的な訓練を実施すること

により、より実践に即した対応が確保できる。 

    そこで、各機関では、定期的な消防防災訓練を始め、多くの機会を捉えて、

複数の機関とともに情報交換、連携の強化等の訓練を実施するように努める

ものとする。 

(2) 備蓄品の整備 

   当面の間、ペットボトル飲料水、ビスケット、携帯トイレ、ブランケット

をパッキングした帰宅困難者用備蓄物資を各一時滞在施設等に配備し、帰宅

困難者が発生した際に配布できるよう準備する。 
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13 松戸駅及び新松戸・幸谷駅周辺合同帰宅困難者等対策協議会員名簿 

平成 29年 7月 21日現在 

ＮＯ 会社名・職名 備 考 

1 陸上自衛隊需品学校長  

2 千葉県東葛飾地域振興事務所長  

3 松戸警察署 署長  

4 松戸東警察署 署長  

5 松戸商工会議所専務理事  

6 東日本旅客鉄道(株)松戸駅長 協議会副会長 

7 東日本旅客鉄道(株)新松戸駅長 協議会副会長 

8 新京成電鉄㈱鉄道計画安全部 安全推進課長  

9 流鉄鉄道部統括  

10 京成バス㈱松戸営業所長  

11 松戸新京成バス㈱ 営業部長  

12 東武バスセントラル㈱ 八潮営業所長  

13  三越伊勢丹松戸店 総務部長  

14 ㈱アトレ松戸店長  

15 ㈱イトーヨーカドー松戸店 総務マネージャー  

16 プラーレ松戸店 総括支配人  

17 ㈱ダイエー新松戸店 店次長  

18 コープみらい渉外担当課長  

19 千葉大 園芸学部 教授  

20 聖徳大学 総務課長  

21 日本大学 松戸歯学部 学部長  

22 流通経済大学 事務センター長  

23 新松戸中央総合病院 事務長  

24 新東京病院 事務部長  

25 松戸市 総務部長 協議会会長 

26 松戸市 消防局長  

27 新松戸支所 所長  

28 松戸市 都市計画課長  

29 松戸市 商工振興課長  

30 松戸市 交通政策課長  

31 松戸市 危機管理課長  



   

 
 

 


